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 名草山に登って 
１１月１３日（土）の分校大好きプロジェクト

「芋ほり＆チューリップ植え」に参加し、たわわに

実ったサツマイモを収穫しました。休校中の吉原分

校を、ボランティアで維持管理していただいている

方々の声掛けで、たくさんの親子が集まり、実りの

秋を楽しみました。そして春には吉原分校がチュー

リップでいっぱいになることでしょう。 

また、周辺に咲いていたコスモスの種を採取したので、来年は安原小学校でもコスモスを植えた

いと思います。秋には安原小学校・吉原分校共にコスモス畑を楽しめることでしょう。 

さて、芋ほりが終わった後、５０年ぶりに名草山に登りました。中言神社からの山道はよく整備

され快適なハイキングコースでした。ゆっくり歩いても９０分あれば戻って来られる手軽さです。 

途中で朝日地区が望める場所はあるのですが、樹木

が茂って安原地区全体は見ることができません。頂上

付近から西側は高木を伐採してくれているので、素晴

らしい眺望を楽しめました。「絶景かな！絶景かな

あ！」の文句がぴったりです。 

安原地区では見えない海が、名草山のすぐそばまで

迫っていることを改めて実感しました。そして１０年

前に起こった東日本大震災による津波の被害を考えた

時、やはり津波避難三原則①想定にとらわれるな。②最善を尽くせ。③率先避難者になれ。は訓練

で実行し、行動力につなげなければと改めて思いました。 

１１月１２日（金）の津波避難訓練実施にあたり、ご協力いただいた保護者の皆様、相坂・馬

場地区の皆様ありがとうございました。（校長 西畑徹） 

 
１１月２５日（木）に１年生・３年生を対象に、交通安全教室を開催しました。 

正しい歩行や自転車の乗り方・ルールを

東警察署のお巡りさんや交通安全母の会

の方から教えていただき、実際に練習をし

ました。 

安原地区は交通量の多い道路でも、幅が

狭いところ、歩道がないところがたくさん

あります。時速３０キロメートルの速度制

限のある道路を猛スピードで走る車も見

受けます。そうなると、自分の命は自分で守るしかありません。 

しかしながら、自転車に乗っている児童でヘルメットを着用している児童は、まだま

だ少ない気がします。市内中心部では歩道や信号が整備されていても、ほとんどの児童

がヘルメットを着用しています。ヘルメットは命を守る必須アイテムだからです。自転

車に乗る児童はヘルメットを着用するというルールは、子どもの命を守るために作られ

たルールです。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせてください。 

より安全な歩行・自転車走行を心掛けるとともに、危険予測・危険回避能力を生活の

中で高めていってほしいものです。 

 
１日（水） 音楽発表会（３年・５年、１年・６年 ※非公開で行います。） 

２日（木） 図書ボランティア活動日、放課後教室 

３日（金） 職員研修のため下校が早くなります。（14:00 下校） 

６日（月） 委員会活動（６時間目、１～４年生は 14:20 下校） 

給食費・PTA会費引落日（口座への入金をお願いします。） 

７日（火） マラソン大会（低学年 9:00～、中学年 10:00～、高学年 11:00～） 

漢字博士検定、図書ボランティア活動日、スクールカウンセリング（SC）の日 

８日（水） 分校探検（３年） 

９日（木） 図書ボランティア活動日、喫煙防止教室（６年）、放課後教室 

１０日（金） マラソン大会予備日 

１４日（火） 図書ボランティア活動日、SC の日 

１５日（水） クラブ活動（５時間目、４～６年） 

１６日（木） 放課後教室 

２０日（月） 給食当番はマイエプロン持参 

２３日（木） 給食終了 

２４日（木） ２学期終業式（全校児童 11:30 下校） 

１月 ６日（木） ３学期始業式（全校児童 11:30 下校）、セーフティネットの日 

７日（金） 給食開始 

自分の命は自分で守る。第２弾 交通安全教室 

交通ルールを覚えて実行、自転車必須アイテムはヘルメット 

１２月の予定 

体育時の服装について 
いよいよ冬到来、寒くなってきました。安原小学校では体育学習時の服装について、安全面・

健康面、公教育の観点から下記のように決めています。ご理解ご準備よろしくお願いします。 

・防寒及びウォームアップのために体操服の上から長袖・長ズボン・手袋を着用してよい。 

・上着はファスナー付きのものを着用し、活動時はファスナーを上まで閉める。 

・肌着の着用を認めるが、着替え用の肌着も用意する。（肌着は体操服からはみ出さないもの） 

・体操服の下から見える肌着（長袖のアンダーシャツ、スパッツやタイツなど）は認めない。 

・フード付きの上着は、紐やフードが引っ掛かって首が絞まる危険性があるので着用しない。 

留意事項 

※上記の上着（長袖、長ズボン）、肌着を着用する場合は、 

①体育用として持ってきたものだけを可とする。 

②体育授業後は必ず着替えることを条件とする。 

やすはら 


